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中央政府の教育政策形成形式における二重性の検討 

―「教育の供給主体の多様化」政策の事例分析― 

池田峻 

The Dualism of the Style of Education Policy-Making in the Central Government: 
A Case Study of the Policy Concerning Diversification of the Providers of Education 

Syun Ikeda 

This paper argues that the style of education policy-making changes from “Bureaucratic leadership” to the dualism 
of both “Bureaucratic leadership” and “Political leadership” according to the changes of institutional factors around 2000. 
The case of the policy concerning diversification of the providers of education analyzed in this paper illustrates the 
hypothesis such that the political reform in 1990s and the central government restructuring in 2001 which were intended to 
enhance the Cabinet enabled us to make the policy by the “Bureaucratic leadership” and the “Political leadership” at the 
same time. 

The studies of education policy so far tend to excessively emphasize the “Political leadership” and think light of the 
“Bureaucratic leadership” after 2000s. I think, however, this tendency is one-sided and should be modified. This paper 
intends to reveal that “Bureaucratic leadership” is still important in policy-making process after 2000s and that the 
“Bureaucratic leadership” and the “Political leadership” function simultaneously in the same policy area. 

目 次 

1．課題設定と本研究の構成 
1-1．課題設定 
1-2．先行研究の検討 
1-2-1．仮説に用いる概念の定義 
1-2-2．本研究における仮説とその対抗仮説の根拠

となる先行研究 
1-3．本研究の構成 

2．小泉政権期における「教育の供給主体の多様化」

政策の事例分析 
2-1．研究方法 
2-2．観察対象の整理 
2-2-1．「総合規制改革会議」 
2-2-2．「不登校問題に関する調査研究協力者会議」 
2-3．「不登校問題に関する調査研究協力者会議」 

における審議過程の観察 
2-3-1．会議の立場の確認および不登校に関する現

状の認識【第1回】～【第2回】 
2-3-2．関係諸団体からのヒアリング【第3回】～

【第8回】 

2-3-3．中間まとめに向けた議論 【第9回】～【第

14回】 

3．中央政府の教育政策形成における二重性の検討 
3-1．「教育の供給主体の多様化」政策という事例

における二重性の考察 
3-2．中央政府の教育政策形成形式における二重性

という概念の検討 
3-3．本研究から得られる政策的含意 

4．本研究の結論と課題 
 4-1．本研究の結論 
 4-2．本研究の課題 



2 

東京大学大学院教育学研究科教育行政学論叢 第 36 号 2016 年 

研究  

 
本研究は、「1 0 年 の政治 と 001 年の中

省 編といった、内 を意 した制度的要

の変 によって、教育政策 成 式は を つ

ようになる」という 1 を例 し、有 を す

ことを 的とする。これは、 果 をより す

るならば、「制度的要 という 変 が内 の

方 に変 することによって、教育政策 成 式と

いう 変 は『 導』から『 導と政治

導の 』へと変 する」という だとい

える。 
これに する は、 000 年前後の制度的要

の変 によって、 000 年 において内 大

を中 とした「政治 導」の教育政策 成が と

なり、「教育下 政 」 による「 導」の教育

政策 成は後 してきた（  010  00 ）

とするものである。つまり、「制度的要 という

変 が内 の方 に変 することによって、教

育政策 成 式という 変 が『 導』から

『政治 導』へと変 する」というのが、この

の である。 
上記の 的を 成するため、本研究では、

に て、本研究が す の うが、 000 年

における教育政策 成 式の変容を するの

に しているということを す。これを本研究の課

題とする。 体的には、 を例 するとされ

ていた、 000 年 の 政 期における「教育の

体の多様 」という政策をめ る政策 成 式

が、実は本研究が す を するものとなって

いることを す。 
して、本研究の意義は、 000 年 、教育政

策 成 式における「政治 導」の 要 を過度に

し、「 導」を するきらいのある教育政

策研究に して、修正 を することにある。 

行研究  

 

本 では、 に ・ ・ 山（ 01 ）を参

に、 に いる を 義する。本研究は、

変 として政策 成 式を うものであり、 く見

れば 政策学研究の とつといえる。よってここ

では、 に 政策学における 見をもとに、本研

究が とする を 義し、 の 論の を

く。 
ま 、 ・ ・ 山（ 01 6 ）によれば、

政策とは「 的問題を するための、

の方 と 体的手 」 であるという。また、こ

こでいう 的問題とは、 的には社会で す

き問題と された問題 であるという。教育、と

りわけ学校教育に する事 が 的問題に まれ

ることは を要しないであ う。すなわ 、教育

政策は 政策の下 であると えられる。

的に 義するとすれば、教育政策は、「教育問題を

するための、 の方 と 体的手 」とな

う。 
 本研究が う およ の に まれる

変 は、「教育政策 成 式」であり、教育政策

をさらに したものであるといえる。 体的に

はどのように したものであ うか。 原

（ 00 ）は、1 0 年 の教育政策の変 を

して えるための として教育政策の「内

容」と「 式」の区別論を えている。 原によれ

ば、政策内容とは、政策として された内容体

、ないし行政 策に り まれた政策内容 であ

り、政策 式とは、政策内容の 進・実 過程がと

るとこ の ・様式のこと であるという。さら

に、政策 式は政策の 成過程と実 過程を区別し

て えることができるという。 
とこ で、 ・ ・ 山（ 01 ）は、

ア の政治学者ラス を引 しながら、

政策学が取り う として、「 の

（   ）」と「 の （   
）」の つがあると している。「 の 」

とは、 政策の ス（過程）に する で

ある という。また、 政策の スは、「政策

」、「政策実 」、「政策 」という に

けられるという。一方、「 の 」とは、 政

策の 成に投入される である という。また、

「 の 」として、 政策 のものに する

もあるという。本研究が取り うのは、「
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研究

本研究は、「1 0 年 の政治 と 001 年の中

省 編といった、内 を意 した制度的要

の変 によって、教育政策 成 式は を つ

ようになる」という 1 を例 し、有 を す

ことを 的とする。これは、 果 をより す

るならば、「制度的要 という 変 が内 の

方 に変 することによって、教育政策 成 式と

いう 変 は『 導』から『 導と政治

導の 』へと変 する」という だとい

える。

これに する は、 000 年前後の制度的要

の変 によって、 000 年 において内 大

を中 とした「政治 導」の教育政策 成が と

なり、「教育下 政 」 による「 導」の教育

政策 成は後 してきた（ 010 00 ）

とするものである。つまり、「制度的要 という

変 が内 の方 に変 することによって、教

育政策 成 式という 変 が『 導』から

『政治 導』へと変 する」というのが、この

の である。

上記の 的を 成するため、本研究では、

に て、本研究が す の うが、 000 年

における教育政策 成 式の変容を するの

に しているということを す。これを本研究の課

題とする。 体的には、 を例 するとされ

ていた、 000 年 の 政 期における「教育の

体の多様 」という政策をめ る政策 成 式

が、実は本研究が す を するものとなって

いることを す。

して、本研究の意義は、 000 年 、教育政

策 成 式における「政治 導」の 要 を過度に

し、「 導」を するきらいのある教育政

策研究に して、修正 を することにある。

行研究

 

本 では、 に ・ ・ 山（ 01 ）を参

に、 に いる を 義する。本研究は、

変 として政策 成 式を うものであり、 く見

れば 政策学研究の とつといえる。よってここ

では、 に 政策学における 見をもとに、本研

究が とする を 義し、 の 論の を

く。

ま 、 ・ ・ 山（ 01 6 ）によれば、

政策とは「 的問題を するための、

の方 と 体的手 」 であるという。また、こ

こでいう 的問題とは、 的には社会で す

き問題と された問題 であるという。教育、と

りわけ学校教育に する事 が 的問題に まれ

ることは を要しないであ う。すなわ 、教育

政策は 政策の下 であると えられる。

的に 義するとすれば、教育政策は、「教育問題を

するための、 の方 と 体的手 」とな

う。

本研究が う およ の に まれる

変 は、「教育政策 成 式」であり、教育政策

をさらに したものであるといえる。 体的に

はどのように したものであ うか。 原

（ 00 ）は、1 0 年 の教育政策の変 を

して えるための として教育政策の「内

容」と「 式」の区別論を えている。 原によれ

ば、政策内容とは、政策として された内容体

、ないし行政 策に り まれた政策内容 であ

り、政策 式とは、政策内容の 進・実 過程がと

るとこ の ・様式のこと であるという。さら

に、政策 式は政策の 成過程と実 過程を区別し

て えることができるという。

とこ で、 ・ ・ 山（ 01 ）は、

ア の政治学者ラス を引 しながら、

政策学が取り う として、「 の

（   ）」と「 の （   
）」の つがあると している。「 の 」

とは、 政策の ス（過程）に する で

ある という。また、 政策の スは、「政策

」、「政策実 」、「政策 」という に

けられるという。一方、「 の 」とは、 政

策の 成に投入される である という。また、

「 の 」として、 政策 のものに する

もあるという。本研究が取り うのは、「
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の 」である。 
原のいう「政策内容」は のいう「 の 」

に わるものであり、「政策 式」は「 の 」

に わるものと えられるだ う。また、 原のい

う「政策 成 式」は、 のいう「 政策の

ス」のう 、「政策 」の スに して

いる。 
 よって、本研究の 変 となる「教育政策 成

式」を、「教育政策における政策内容の 成過程が

とるとこ の ・様式のこと」と 義する。 
次に、 変 となる「制度的要 」について

する。 ・ ・ 山（ 01 16 ）が

るように、政策 においては手 きや ー とい

った「制度」が存 し、 れから自 に が行わ

れるわけではない 。つまり、「制度」は「政策 」

を する 変 として えられている。しかし、

「制度」 のものに 一的な 義があるわけではな

いという。制度には の多様 が存 し、 の

多様 が 一的な 義を げている うだ。制度の

多様 として第一に指 されるのが、制度の

であるという。制度には つの が存 し、 れ

れ、 義体制や 本 義経 にかかわる 本

的 、 や社会の 本的 ・制度 、

準作業手 きや 業務といった行政機 の や

行 様式 である。本研究が とするのは、第

の である「 や社会の 本的 ・制度」で

ある。第 の制度の多様 は、 式の制度と非 式

の制度の存 であるという。 式の制度とは、

や といった 文 された制度 であり、非 式

の制度とは、 や社会における ・文 と

いったように、 文 はされていないものの、ア

ーの行 に く を すもの である。本研

究が とする制度は、前者である。制度の多様

について、第 に、制度と の がある。 方

を区 するかどうかが制度の 義において 要とな

る。本研究では、 方を区 し、 の 成員の行

を する ー の を制度として う。 
 上の制度の多様 を して、本研究では「制

度的要 」を、「 や社会の 本的 ・制度とい

う において、政策 成 式を する 文 さ

れた ー 」と 義する。 

研究

行研究 

次に、本研究における およ れに する

を導く先行研究について検討する。本研究に

おける は、 原（ 00 ）から導かれる。一方、

は （ 010）、 （ 00 ）を とする。 
原（ 00 ）は、 001 年中 省 編と教育政

策変容との について論じている。 原は、中

省 編にともなう制度的要 の変 が執政部 の

として特 けられると 論 けている。 体

的には、内 の機 が られ、 省 的な

的政策の企画 ・ ステ が され

た 3という。 
原の指 で 要なのは、内 の機 や 省

的な 的政策の企画 ・ ステ

の といった、制度的要 の変 にともなう政策

成 式の変 として、「政治 導」と「 導」

の への変 を する である。 原は、

内 に かれる経 政 問会 や 科学 術

会 といった 要政策に する会 と 省との

で最も問題となる として、 じ政策 について、

内 の企画・ 機 と 省の企画・ 機 と

が にかかわることになる を げている。

制度上は、内 が 機 をもつため上 に

けられており、 の りではこの は

な を有しているが、制度の いかんによ

っては、 が に発 する、あるいは制度

計の に して 省の企画 機 がもっ ら

作 する もあるという。 
すなわ 、制度的要 の変 は内 を意 し

たものであるが、 の は しも の意 を反

したものになるとは らないことを している

と えられるだ う。 
一方、 （ 010）は、1 0 年 の政治

と 001 年の中 省 編によって を えた「政治

導」の政策 成が、「 政治」 の 内での教育政

策 成を一変させ、「大政治」 の下での教育政策の

を作り していった事実を する。 
「 政治」の 内での教育政策 成とは、より

体的に えば、「教育下 政 」における 意 の

3
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導政策 成のことを指す。文部科学省が教育

政策の 成を行う場 にも、「教育下 政 」におけ

る 意 成が 要となるという。文部科学省の

は、 に の行政を する から成っており、

この を として 割り ースの 導政策

成を行うのだが、このとき 要となるのが、「教育下

政 」を 成する 体・ からの 等で

ある。政策 成に 要な 等の 集と は、

日 の行政実務で している 機 ・ 体からの

ア や会 、 、 の研究開発や

研究、 会、 研究協力者会 等を じて進

められるが、特に の中 教育 会や 研究協

力者会 は、 や 研究の場としてだけでなく、

「教育下 政 」を 成している 体からの

ア ・ 等も行うという で、 意 成のた

めの 要な 過程となっているという。（  
010） 
また、「大政治」の下での教育政策の とは、1 0

年 の政治 と 001 年の中 省 編によ

って「政治 導」による政策 成が になり、教

育政策が 間政治に き まれる で 成される

ことを意味する。1 0 年前後に実行された 制度

と政治 制度の は政 の ・執行部の

と政 の集 をもたらしたという。さらに、

会制度 、内 制度 、中 省 編がこれ

に く。中でも、 001 年中 省 編は、内

大 の「内 の 要政策に する 本的な方 」の

発 を内 に 記するなど、 の ・ を

より にしたうえで、 れを える内 の機

を充実し、「政治 導」による政策 成を にし

たという。（  010） 
 ここで されているのは、教育政策 成 式と

いう 変 の、「 導」から「政治 導」へと

いう変 である 6。すなわ 、制度的要 の変 に

よって、内 という 的が 成された が

されている。 
 さて、 上の をもとに論文 の と れ

に する を しておく。ま 、本研究

において例 しようとする は、「制度的要 とい

う 変 が内 の方 に変 することによっ

て、教育政策 成 式という 変 は『 導』

から『 導と政治 導の 』へと変 す

る」である。これは上 の り、 原（ 00 ）をも

とに導かれている。一方、 れに する は、

「制度的要 という 変 が内 の方 に変

することによって、教育政策 成 式という

変 が『 導』から『政治 導』へと変 する」

である。 
して、 （ 00 ）は、「教育の 体の多様

」政策をめ る政策 成を、「 制 会 」

での 過程に しながら することで、中

政 の教育政策 成 の変容を論じている。

内 において「政治 導」で進められる

は、 制 を とした と を要 とし、教

育 においても 様の方 をもたらすという。

の な例として、 「学校指 制」の によ

る学校 の自 大、 「 学義務」の によ

る不 校 等に する な 、 「教育 へ

の参入 制」 による株式会社・ 学校

の 生等を げているが、このう なくとも の

「 体の多様 」という政策 に しては、「政

治的 ー ー 」が 当程度発 され、 れに

う で内 の 導 の下、 との「 間

政治」が行われた が高い（  00 1 ）。

また、中 省 に い内 機 が され、内

の 正、 省よりも上 の 場に 省 間

を行う「 恵の 」としての内 や経 政

問会 等 会 、企画・ を された特

担当大 の創 等は ー ー 発 を担 する

制度的要 の一つとして できよう （  
00 1 ）という。 
このように、 （ 00 ）における「教育の

体の多様 」政策は、 を例 するものと

して かれていると えられるだ う。これに し

本研究は、「教育の 体の多様 」政策は、「制

度的要 という 変 が内 の方 に変 す

ることによって、教育政策 成 式という 変

は『 導』から『 導と政治 導の

』へと変 する」という を例 する事例だと

いう 場をとる。すなわ 、 （ 00 ）の に

おいて不 な部 を指 し、 よりも し

本研究における の うが、より 実を す
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導政策 成のことを指す。文部科学省が教育

政策の 成を行う場 にも、「教育下 政 」におけ

る 意 成が 要となるという。文部科学省の

は、 に の行政を する から成っており、

この を として 割り ースの 導政策

成を行うのだが、このとき 要となるのが、「教育下

政 」を 成する 体・ からの 等で

ある。政策 成に 要な 等の 集と は、

日 の行政実務で している 機 ・ 体からの

ア や会 、 、 の研究開発や

研究、 会、 研究協力者会 等を じて進

められるが、特に の中 教育 会や 研究協

力者会 は、 や 研究の場としてだけでなく、

「教育下 政 」を 成している 体からの

ア ・ 等も行うという で、 意 成のた

めの 要な 過程となっているという。（

010）
また、「大政治」の下での教育政策の とは、1 0

年 の政治 と 001 年の中 省 編によ

って「政治 導」による政策 成が になり、教

育政策が 間政治に き まれる で 成される

ことを意味する。1 0 年前後に実行された 制度

と政治 制度の は政 の ・執行部の

と政 の集 をもたらしたという。さらに、

会制度 、内 制度 、中 省 編がこれ

に く。中でも、 001 年中 省 編は、内

大 の「内 の 要政策に する 本的な方 」の

発 を内 に 記するなど、 の ・ を

より にしたうえで、 れを える内 の機

を充実し、「政治 導」による政策 成を にし

たという。（ 010）
ここで されているのは、教育政策 成 式と

いう 変 の、「 導」から「政治 導」へと

いう変 である 6。すなわ 、制度的要 の変 に

よって、内 という 的が 成された が

されている。

さて、 上の をもとに論文 の と れ

に する を しておく。ま 、本研究

において例 しようとする は、「制度的要 とい

う 変 が内 の方 に変 することによっ

て、教育政策 成 式という 変 は『 導』

から『 導と政治 導の 』へと変 す

る」である。これは上 の り、 原（ 00 ）をも

とに導かれている。一方、 れに する は、

「制度的要 という 変 が内 の方 に変

することによって、教育政策 成 式という

変 が『 導』から『政治 導』へと変 する」

である。

して、 （ 00 ）は、「教育の 体の多様

」政策をめ る政策 成を、「 制 会 」

での 過程に しながら することで、中

政 の教育政策 成 の変容を論じている。

内 において「政治 導」で進められる

は、 制 を とした と を要 とし、教

育 においても 様の方 をもたらすという。

の な例として、 「学校指 制」の によ

る学校 の自 大、 「 学義務」の によ

る不 校 等に する な 、 「教育 へ

の参入 制」 による株式会社・ 学校

の 生等を げているが、このう なくとも の

「 体の多様 」という政策 に しては、「政

治的 ー ー 」が 当程度発 され、 れに

う で内 の 導 の下、 との「 間

政治」が行われた が高い（ 00 1 ）。

また、中 省 に い内 機 が され、内

の 正、 省よりも上 の 場に 省 間

を行う「 恵の 」としての内 や経 政

問会 等 会 、企画・ を された特

担当大 の創 等は ー ー 発 を担 する

制度的要 の一つとして できよう （

00 1 ）という。

このように、 （ 00 ）における「教育の

体の多様 」政策は、 を例 するものと

して かれていると えられるだ う。これに し

本研究は、「教育の 体の多様 」政策は、「制

度的要 という 変 が内 の方 に変 す

ることによって、教育政策 成 式という 変

は『 導』から『 導と政治 導の

』へと変 する」という を例 する事例だと

いう 場をとる。すなわ 、 （ 00 ）の に

おいて不 な部 を指 し、 よりも し

本研究における の うが、より 実を す
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るのに していると する。 

3 研究  

1 では、本研究の課題 を行い、先行研究に

する本研究の けを した。次に、 では、

研究方 を した上で、 を し、事例

を行う。 して、3 では、 での事例 を

して得られた 見をもとに「中 政 の教育政策

成における 」の について し、本研究

から得られる政策的 意について る。最後に、

では、本研究の 論を るとともに、 された

課題についても する。 

政 教育

政  

本 では、1 で行った課題 およ 先行研究

の をもとに事例 を行う。ま 、 1 では、

本研究が する研究方 を す。次に では、

本研究における を する。最後に 3
では、本研究で新たに 加される を す

る。 

研究  

1 の先行研究の検討で たとおり、「教育の

体の多様 」政策という事例は、「 制

会 」の 過程の を とする場 には、

を例 する事例だといえることを

（ 00 ）は している。しかし、筆者は、「教育の

体の多様 」政策をめ る政策 成という事例

を するにあたって、「 制 会 」の

過程の を とするのは不 であると え

る。つまり、「教育の 体の多様 」が 論され

ている会 が「 制 会 」の にもあると

すれば、 の会 の 過程も に まれな

ければならないということである。 

とこ で、「制度的要 という 変 が内

の方 に変 することによって、教育政策 成 式

という 変 は『 導』から『 導と政

治 導の 』へと変 する」という本研究に

おける が正しいとすれば、「 制 会 」

のように「政治 導」によって政策が 論されると

に、「 導」によっても 一の政策 に

する 論がされるは である。 下の では、「教

育の 体の多様 」政策という事例において、

「政治 導」による 論だけでなく、「 導」に

よる 論も 開されていたことを し、 を

修正する。 

このように、本研究は、先行研究における の

不備を指 する から 発する。 体的には、「不

校問題に する 研究協力者会 」でも 一の政

策課題である「教育の 体の多様 」について

論されていることが後の で され、 会

も に まれる きことが される。 して、

「 制 会 」およ 「不 校問題に する

研究協力者会 」の 会 の 過程を

として、 めて「教育の 体の多様 」政策

という事例を すると、 ではなく、本研

究における を例 する事例となっていることが

される。 

 

 下では、本研究における つの である

「 制 会 」およ 「不 校問題に する

研究協力者会 」に する を する。 

 

 一つ の は、先行研究でも取り上げられ

ている 制 会 である。 

制会 の 過程については、高 （ 00
00 00 00 ）が しい。ここでは、高 の

論文およ （ 00 ）をもとに、 制会 に す

る を する。 

高 （ 00 ）によれば、 001 年 月に内 に

された 制会 は、 00 年 3 月までの間に第一

次 およ 「『 制 進のためのア

ラ ・一 の 検討事 』に する 」の

計 つの を作成したという。 の中で、教育に

して、 日本経 の には かな

の育成が 要で、 のために、義務教育 から学

校を多様 す きであること、 私 学校の参入

大、株式会社・ による学校 の 、コ

5

政 の教育政 に る の
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ティ・ス ー の導入、 バ ー制度により、

・私 ・株式会社・ の する学校間の

的助成を 等にして学校間 を 進すること、

者や 者が教育 ー スを 切に できる

ように、 開、第 者 を進めること、 教

育委員会の 制を すること、などが さ

れた。 

 本研究においてとりわけ 要なのは、「教育の

体の多様 」を す「株式会社・ 等による学

校経 の 」について した、003年 月の「『

制 進のためのア ラ ・一 の

検討事 』に する 」である。この「株式会社・

等による学校経 の 」は、 の学校の

義を し、事実上「一 校」 外への 学を容

するようになっただけでなく、 教育 の変容、

いては、 後 成された 教育制度の 編をも

るものである  00 3 といえる。

 制会 の 過程を した によれば、「教

育の 体の多様 」をめ って、 制会 と

文科省の 論は 行 を ることが なくなかった

という。 して、文科省が を いていたに

もかかわら 、「株式会社・ 等による学校経

の 」という政策 が実 した要 として、ある

の「政治的 」がなされた を指 してい

る。 体的には、政策 の 前に、経 政 問

会 において 大 や の 的 進を

する の発 が でき、 の前後にはお

きをもらった 池大 10による大 等も度 行

われていたことを げている。 はこうした

をもとに、 省 で されてきた の政策 成

の 行や「教育下 政 」での 論の内容・ 論よ

りも、内 の 会 等で された 方 が

先され、 内 事 とされていくことを 実に

していると ている。 

 上のように、 制会 の 過程の を す

ることによっては、「教育の 体の多様 」政策

が「政治 導」によって 成されており、

が例 されているように できることが でき

る。 制会 の 過程の については、先行研

究において なされているので、本研究では新た

に することはしない。

研究  

 もう一つの が、不 校問題に する

研究協力者会 11である。 

不 校会 は 00 年 月に発 し、 不 校問題

の実 の 、 学校における取り の り方、

学校と 機 との 携の り方、 の 不

校問題に する事 について 的・ 的な

から検討し、 の検討内容が 003 年 3 月に「今後の

不 校への の り方について」として され

た 1 。 

 次 で しく るが、不 校会 における 論

の一つの として、「教育の 体の多様 」が

場することが される。ここから、不 校会

が「教育の 体の多様 」政策という事例の

となる きという が正当 される。 

 また、本研究において 要なのは、「 研究協力

者会 」という不 校会 の である。 （ 010）
が るとおり、 研究協力者会 は「教育下

政 」における 意 成のための 要な 過程と

しての を つ。すなわ 不 校会 は、政策

成 式としては の「 導」の政策 成で

あるといえる。 

 不 校会 は、 政 期において 制会 と

行して行われており、1 0 年 の政治 や 001
年の中 省 編などの制度的要 の変 を受けて

いるは だが、実際には、「政治 導」ではなく、

の「 導」の政策 成が行われている。 

3 研究

 

不 校会 は、 00 年 月 日から 003 年 3 月

日にかけて、全 1 13行われている。 れ れ

の会 の 事 は 開されており、本研究では の

事 をもとに、政策 成の過程を する。なお

全 1 のう 、【第 1 】と【第 】は会 の

場の およ 不 校に する の 、【第 3
】から【第 】までは 体からの ア

、【第 】から【第 1 】は中間まとめに

けた 論という 成となっており、この 成に し

て する。 

6
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ティ・ス ー の導入、 バ ー制度により、

・私 ・株式会社・ の する学校間の

的助成を 等にして学校間 を 進すること、

者や 者が教育 ー スを 切に できる

ように、 開、第 者 を進めること、 教

育委員会の 制を すること、などが さ

れた。

本研究においてとりわけ 要なのは、「教育の

体の多様 」を す「株式会社・ 等による学

校経 の 」について した、003年 月の「『

制 進のためのア ラ ・一 の

検討事 』に する 」である。この「株式会社・

等による学校経 の 」は、 の学校の

義を し、事実上「一 校」 外への 学を容

するようになっただけでなく、 教育 の変容、

いては、 後 成された 教育制度の 編をも

るものである  00 3 といえる。 

制会 の 過程を した によれば、「教

育の 体の多様 」をめ って、 制会 と

文科省の 論は 行 を ることが なくなかった

という。 して、文科省が を いていたに

もかかわら 、「株式会社・ 等による学校経

の 」という政策 が実 した要 として、ある

の「政治的 」がなされた を指 してい

る。 体的には、政策 の 前に、経 政 問

会 において 大 や の 的 進を

する の発 が でき、 の前後にはお

きをもらった 池大 10による大 等も度 行

われていたことを げている。 はこうした

をもとに、 省 で されてきた の政策 成

の 行や「教育下 政 」での 論の内容・ 論よ

りも、内 の 会 等で された 方 が

先され、 内 事 とされていくことを 実に

していると ている。

上のように、 制会 の 過程の を す

ることによっては、「教育の 体の多様 」政策

が「政治 導」によって 成されており、

が例 されているように できることが でき

る。 制会 の 過程の については、先行研

究において なされているので、本研究では新た

に することはしない。

研究

もう一つの が、不 校問題に する

研究協力者会 11である。

不 校会 は 00 年 月に発 し、 不 校問題

の実 の 、 学校における取り の り方、

学校と 機 との 携の り方、 の 不

校問題に する事 について 的・ 的な

から検討し、 の検討内容が 003 年 3 月に「今後の

不 校への の り方について」として され

た 1 。 

次 で しく るが、不 校会 における 論

の一つの として、「教育の 体の多様 」が

場することが される。ここから、不 校会

が「教育の 体の多様 」政策という事例の

となる きという が正当 される。

また、本研究において 要なのは、「 研究協力

者会 」という不 校会 の である。 （ 010）
が るとおり、 研究協力者会 は「教育下

政 」における 意 成のための 要な 過程と

しての を つ。すなわ 不 校会 は、政策

成 式としては の「 導」の政策 成で

あるといえる。 

不 校会 は、 政 期において 制会 と

行して行われており、1 0 年 の政治 や 001
年の中 省 編などの制度的要 の変 を受けて

いるは だが、実際には、「政治 導」ではなく、

の「 導」の政策 成が行われている。

3 研究

不 校会 は、 00 年 月 日から 003 年 3 月

日にかけて、全 1 13行われている。 れ れ

の会 の 事 は 開されており、本研究では の

事 をもとに、政策 成の過程を する。なお

全 1 のう 、【第 1 】と【第 】は会 の

場の およ 不 校に する の 、【第 3
】から【第 】までは 体からの ア

、【第 】から【第 1 】は中間まとめに

けた 論という 成となっており、この 成に し

て する。
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3  

第 第  

ま 、【第 1 】1 では、不 校会 の前身である

1 年の「学校不 策 研究協力者会 」に

おける 1 について触れ、この をもとに様

な 策を じてきたにも わら 、不 校の に

ついては、 前 10 年間の において、不 校

生 は一 して 加し け、 001 年の 計におい

て 中学校ともに 生 全体に める不

校 生 の割 が過去最多を記 するなど、

す き にあることが られている。 して、

こうした を として、不 校の 加の原 は

であるか、また、こうした をどう見るか、ど

う する きかなど、不 校の実 を し、

の 果をもとに今後の 、あるいは の

方策について検討することを会 の 的とする に

ついて ている。 

一方、【第 1 】において、 等中等教育 長

が、「1 年 」で された 本的な え方や

策が今なお 当 を つとする えを ている。

これは、不 校政策について、 本的には

を志 する文科省のス スを しているといえる。 

また、検討するテー については、事前に され

ている様子が できる。 の内容は 「不 校問

題の実 の について」、 「学校における取 の

り方について」、 「学校と 機 との 携の

り方について」、 「 の 不 校問題に する事

について」、の つである。本研究が とする「教

育 体の多様 」と するのは であり、検

討す きテー として事前に していたことが

できる。 

3 第3 第

 

 不 校会 の中期で される最も 要な発 は

【第 3 】16にある。【第 3 】の に、事務 が、

特区に わる不 校 策について触れる場

がある。 

 ま 、 特区が政 全体の課題であり、

制というものが全 一 だという え方を てて、

地方の特 に じて様 な 制の り方があり得る

という発 の をするという政 の方 について

している。さらに、当 の から、でき

ない を検討するのではなく、実 するためには

どうすればよいかという前 きの方 で検討するよ

う 体的な指 を受けていることについても て

いる。 

 して、こうした政 の方 およ からの指

を受けて、地方 体や 間の創意 をなる

く前 きに受け め、 の上で、 備等、特

例 を んと検討していくという文科省として

の 本的な え方を している。一方、 体的には、

地方 体 は学校 が、不 校 生 を

とした学校を し、 の学校において学 指導

要 によらない 力的な教育課程の編成を とす

る方 で えていくとこの では ており、「教

育 体の多様 」という から見ると、教育

体については を志 するという で、

政 の要 に して する内容になっていると

えられるだ う。 

 また、 特区に する経 政 問会 や

制会 と して、不 校会 は、全 の子どもた

のためにどういう うな 策を えるものであり、

一 を画する話だと していると している。

これは、「政治 導」の 会 とは をとり、不

校会 においては、文科省としての全 一 ・

的政策 成を志 するス スをと うとすること

を する発 だと えられるであ う。 

3 3 論 第 第

 不 校会 の後期においては、 特区との

において「教育 体の多様 」が論じられ

る【第 1 】1 と【第 13 】1 が 要である。

【第 1 】では、「 間 や 等との

的な 携」として、 指導教 と 間 の 体

的な 携の り方について、 の 指導

教 という政策 を中間まとめに り ことが

されている。この 指導教 という

政策 は、 前の会 で委員からの意見として た

ものの、 体的な 論にはならなかったにも わら

7

政 の教育政 に る の
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、事務 の で中間まとめに り まれること

になったという を つ。 

 生 指導課長は、この経 について、

特区との で している。ま 、 特

区において、 が学校の 体になることがで

きるよう める があったことに して、

の学校を めるかどうかは、不 校 策という

を える問題があると る。次に、「 は、不

校問題に携わる 間 、 等との 携・協

力を 切に ることが ましい」という 指導教

の 備指 を、不 校 策として のか

かわりを えるときの 本 として える を

し、不 校 策として の果たしてきた実 を

すると 指導教 の委 という の政策 が

えられると ている。 して、この

指導教 という政策 が、不 校会 の 論の

方 にあっており、特区で されたアイ ア（

学校の という政策 ）と わせて えた

ときに、政策の の一つとして検討 にある

と している。 

 この 指導教 という政策 は、

制会 における「政治 導」による 学校の

という政策 に する の意味 いを って

いると えられる。より 体的にいえば、 学

校の という「教育の 体の多様 」を意

した政策 に して、 体については のま

まにして、あくまで との「 携」を する

指導教 という を すること

によって、文科省としての を る く して

いると できよう。 

 この 指導教 という政策 に し

て、 成する委員の意見がいくつか できる一方

で、委 先をどのようにきめるか め切れていない

ことが事務 としての課題として られている。

また、 だと、委 先の が れないた

め委 準の が しく、 間が する 上、

安 ・ が しいなどの で な を

す委員も される。 

次に、【第 13 】では、 制会 において、

特区では教育上特別の ー があると められ

る場 に を学校 の 体として められる

とする政策 が、特区 の 正という で制 され

ることが まったと事務 が している。 

して、 要なのは、株式会社 ・ 学校は

本的に私学助成の にならないのに し、

指導教 に しては地方 体が

に して を し業務を委 するという

を し、 つの政策 が として される

との を事務 が している である。 

 、 指導教 という政策 に

する委員の意見は でき 、【第 13 】までで

意が 成されたと できるだ う。 して、当 、

この政策 は不 校会 の 「今後の不 校への

の り方について（ 子）」1 にも反 され

ている。 

3 政 教育政  

 本 では、前 における事例 の 果を し、

れをもとに 的 論の修正を る。また、

論の修正によって得られる についても検討する。 

3 教育 政

 

で したとおり、 制会 と不 校会 は、

「教育の 体の多様 」という 一の政策をめ

って異なる つの 式によって に政策が 成

される様子を している。 制会 が、内

第3 第 に き内 に される 会

であるという を 「政治 導」による政策

成を意 した会 であることと、不 校会 が、文

科省における 研究協力者会 であり、「 導」

の政策 成を意 した会 であることを すると、

じ政策 について、内 の企画・ 機 と

文科省の企画・ 機 とが にかかわる（ 原 

00 ）事例となっている。

 すなわ 、「制度的要 という 変 が内

の方 に変 することによって、教育政策 成 式

という 変 が『 導』から『政治 導』へ

と変 する」という よりも、「制度的要 と

いう 変 が内 の方 に変 することによ

って、教育政策 成 式という 変 は『

8
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、事務 の で中間まとめに り まれること

になったという を つ。 

生 指導課長は、この経 について、

特区との で している。ま 、 特

区において、 が学校の 体になることがで

きるよう める があったことに して、

の学校を めるかどうかは、不 校 策という

を える問題があると る。次に、「 は、不

校問題に携わる 間 、 等との 携・協

力を 切に ることが ましい」という 指導教

の 備指 を、不 校 策として のか

かわりを えるときの 本 として える を

し、不 校 策として の果たしてきた実 を

すると 指導教 の委 という の政策 が

えられると ている。 して、この

指導教 という政策 が、不 校会 の 論の

方 にあっており、特区で されたアイ ア（

学校の という政策 ）と わせて えた

ときに、政策の の一つとして検討 にある

と している。 

この 指導教 という政策 は、

制会 における「政治 導」による 学校の

という政策 に する の意味 いを って

いると えられる。より 体的にいえば、 学

校の という「教育の 体の多様 」を意

した政策 に して、 体については のま

まにして、あくまで との「 携」を する

指導教 という を すること

によって、文科省としての を る く して

いると できよう。

この 指導教 という政策 に し

て、 成する委員の意見がいくつか できる一方

で、委 先をどのようにきめるか め切れていない

ことが事務 としての課題として られている。

また、 だと、委 先の が れないた

め委 準の が しく、 間が する 上、

安 ・ が しいなどの で な を

す委員も される。

次に、【第 13 】では、 制会 において、

特区では教育上特別の ー があると められ

る場 に を学校 の 体として められる

とする政策 が、特区 の 正という で制 され

ることが まったと事務 が している。 

して、 要なのは、株式会社 ・ 学校は

本的に私学助成の にならないのに し、

指導教 に しては地方 体が

に して を し業務を委 するという

を し、 つの政策 が として される

との を事務 が している である。 

、 指導教 という政策 に

する委員の意見は でき 、【第 13 】までで

意が 成されたと できるだ う。 して、当 、

この政策 は不 校会 の 「今後の不 校への

の り方について（ 子）」1 にも反 され

ている。

3 政 教育政

本 では、前 における事例 の 果を し、

れをもとに 的 論の修正を る。また、

論の修正によって得られる についても検討する。

3 教育 政

で したとおり、 制会 と不 校会 は、

「教育の 体の多様 」という 一の政策をめ

って異なる つの 式によって に政策が 成

される様子を している。 制会 が、内

第3 第 に き内 に される 会

であるという を 「政治 導」による政策

成を意 した会 であることと、不 校会 が、文

科省における 研究協力者会 であり、「 導」

の政策 成を意 した会 であることを すると、

じ政策 について、内 の企画・ 機 と

文科省の企画・ 機 とが にかかわる（ 原

00 ）事例となっている。

すなわ 、「制度的要 という 変 が内

の方 に変 することによって、教育政策 成 式

という 変 が『 導』から『政治 導』へ

と変 する」という よりも、「制度的要 と

いう 変 が内 の方 に変 することによ

って、教育政策 成 式という 変 は『

 

中 政 の教育政策 成 式における の検討 

導』から『 導と政治 導の 』へと変

する」という の うが、 実を するのに

より していると えられるだ う。 

さらに、 3 での より、不 校会 で「教

育の 体の多様 」という政策 が論じられる

とき、 に 制会 における政策 成が意 され

ており、「政治 導」によって 成される、新自

義的な「教育 体の多様 」 に して、「教育

下 政 」の が されるよう、 的に政策

を 成していることが できることから、

が に発 （ 原 00 ）していると えら

れる。 

また、 が に発 する スは 3
での から次のように できるだ う。ま 、

【第 3 】の から かるように、 制会 にお

いて、 に 制 を前 きに検討するよう めら

れているだけという では、不 校会 は、 制

会 とは 一 を画すもの として、 をと う

とする がうかがえる。次に、【第 1 】の

によって、 制会 で 体的に株式会社 ・

学校の が されると、 制会 から をと

るばかりではいられ 、 れに する政策 とし

ての 指導教 という政策 を、事務

が 導で している。最後に、【第 13 】の

から、 制会 で株式会社 ・ 学校 と

いう政策 が成 すると、事務 は、不 校会 で

の 指導教 という政策 がこれと

し、 を成しているとの を し、

の での 異を し 別 を る がとられ

ている。 

3 政 教育政

 

 前 の で したとおり、「制度的要 という

変 が内 の方 に変 することによって、

教育政策 成 式という 変 は『 導』か

ら『 導と政治 導の 』へと変 する」

という は、 の に て 実を す

るのに していると えられる。本 では、 に

まれる「 導と政治 導の 」につい

て検討して きたい。 

 教育政策 成 式における「 導と政治 導

の 」とは、 的には、「 一の政策 に

して、『 導』と『政治 導』という異なる つ

の スが に作 すること」を意味する。ま

た、政策 成 式が「 導と政治 導の

」をとる場 のことを、「政策 成 式が を

つ」とも できるだ う。 

 れでは、教育政策 成 式における を

することにはいかなる意義があるだ うか。 の

意義とは、このような 変 の変 の前 となる

制度的要 という 変 の変 は、あくまで内

によって「政治 導」を すものであって、「

導」を するものではないという事実を

することにある。 においては「政治 導」

が された ばかりが されるので、 れに

する「 導」による の政策 成 式は

されてしまうお れがある。しかし 実には、

「 導」による の政策 成は として

なのであり、 の は 実の を不 な

ものにする を んでいる。 

3 3 研究 政  

次に、本研究における からどのような政策的

意が得られるのかを検討する。 

においては、「制度的要 という 変

が内 の方 に変 することによって、政策

成 式という 変 が『 導』から『政治

導』へと変 する」ことの として、教育政策が

の政策内容において新自 義的 を るこ

とが指 されてきた。も ん、 によって

できるような、政策 成 式として「政治 導」

の によって政策が 成される事例においては、こ

のような指 は 当なものだといえるだ う。しか

し、本研究における が すように、政策 成

式として「 導と政治 導の 」をとる

場 には の りではない。 

 政策 成 式が「 」を つことの とし

て 的に指 できるのは、3 1 で されたよ

うに、政策 成 式の が政策内容の に発

することである。本研究で った「教育の

体の多様 」政策という事例を例に取れば、

9
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特区においては「不 校 を 的とした

学校の 」という政策が「政治 導」で 成さ

れるのと に、 特区を いて、全 的に

は「 指導教 」という政策が「

導」で 成されるといった である。「不 校

を 的とした 学校の 」という政策に

おいては、教育の 体の多様 が実 されてい

るのに し、「 指導教 」という政策

においては、 体については が志 さ

れていると えられるだ う。これは、 特

区と れを く区 において、 した政策内容の

政策が 成されている一例であるといえる。 

 こうした は、 れに する是非は別として、

制度的要 の変 が意 りには機 していないこ

とを している。すなわ 、制度的要 を変 させ

るだけでは、意 する政策 成 式の変 が得られ

るとは らないということである。意 りの

変 の変 をもたらす先行 の が 要だとい

うことであ う。 

研究 論  

研究 論 

本研究では、 000 年 の 政 期における「教

育の 体の多様 」政策の事例 を、

に 意しながら行うことを して、「制度的要 と

いう 変 が内 の方 に変 することによ

って、教育政策 成 式という 変 は『

導』から『 導と政治 導の 』へと変

する」という が、「制度的要 という 変

が内 の方 に変 することによって、教育政

策 成 式という 変 が『 導』から『政

治 導』へと変 する」という よりも 実

を するのに していることを した。 

これによって、 000 年前後の制度的要 の変 は、

あくまで内 によって「政治 導」を すもの

であって、「 導」を するものではないとい

う事実を することができた。これは、教育政

策研究において、「政治 導」が された ばかり

が され、 れに する「 導」による

の政策 成 式は されてしまう に異

を える意味 いをもつ。 

 さらに、本研究における から導かれる政策的

意として、政策 成 式の が政策内容の

に発 する を した。すなわ 、制度的

要 を変 させるだけでは、意 する政策 成 式

の変 が得られるとは らないということである。 

研究  

本研究の課題として、大きく げられる。 

第一に、事例 において、会 の 事 を ー

として いる都 上、 要な が見 とされて

いる が る。たとえば、会 の 事 では、

自 の文教 というア ーはまったく 場せ 、

上 されていない。すなわ 、政策の「前

」において大きな 力を しているかもしれ

ないがこの ー からは れは でき 、変 無

のバイアスが生じており、 の 当 には が

あるという が課題である。 

第 に、 で指 した先行 について

できていない である。この先行 が なのか

は本研究からはわから 、課題として される20。

第 に、政策 成 式の の 義が不 で

ある である。本研究では、 に、 一の政策

において、「 導」と「政治 導」の 方の

式によって政策が 成されることを政策 成 式の

と 義しているが、 の政策 における「

導」と「政治 導」の力 や 間的前後

は されている。 実の政策 成場 では、 し

こうした力 や 間的前後 が政策内容に

す が大きいと えられ、 の を に

できていないことが、課題として されている。 

1 後に するが、この は 原（ 00 ）をもと

に導かれる。 
 （  1 1 00 ）によれば、下 政

とは、政 や 制の を し に政策に

けられた 部 を作り している 開

（ ） であるという。すなわ 、教育下 政

といった場 、自 の文教 、文部省 、教

10
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特区においては「不 校 を 的とした

学校の 」という政策が「政治 導」で 成さ

れるのと に、 特区を いて、全 的に

は「 指導教 」という政策が「

導」で 成されるといった である。「不 校

を 的とした 学校の 」という政策に

おいては、教育の 体の多様 が実 されてい

るのに し、「 指導教 」という政策

においては、 体については が志 さ

れていると えられるだ う。これは、 特

区と れを く区 において、 した政策内容の

政策が 成されている一例であるといえる。 

こうした は、 れに する是非は別として、

制度的要 の変 が意 りには機 していないこ

とを している。すなわ 、制度的要 を変 させ

るだけでは、意 する政策 成 式の変 が得られ

るとは らないということである。意 りの

変 の変 をもたらす先行 の が 要だとい

うことであ う。 

研究 論

研究 論 

本研究では、 000 年 の 政 期における「教

育の 体の多様 」政策の事例 を、

に 意しながら行うことを して、「制度的要 と

いう 変 が内 の方 に変 することによ

って、教育政策 成 式という 変 は『

導』から『 導と政治 導の 』へと変

する」という が、「制度的要 という 変

が内 の方 に変 することによって、教育政

策 成 式という 変 が『 導』から『政

治 導』へと変 する」という よりも 実

を するのに していることを した。 

これによって、 000 年前後の制度的要 の変 は、

あくまで内 によって「政治 導」を すもの

であって、「 導」を するものではないとい

う事実を することができた。これは、教育政

策研究において、「政治 導」が された ばかり

が され、 れに する「 導」による

の政策 成 式は されてしまう に異

を える意味 いをもつ。

さらに、本研究における から導かれる政策的

意として、政策 成 式の が政策内容の

に発 する を した。すなわ 、制度的

要 を変 させるだけでは、意 する政策 成 式

の変 が得られるとは らないということである。

研究  

本研究の課題として、大きく げられる。

第一に、事例 において、会 の 事 を ー

として いる都 上、 要な が見 とされて

いる が る。たとえば、会 の 事 では、

自 の文教 というア ーはまったく 場せ 、

上 されていない。すなわ 、政策の「前

」において大きな 力を しているかもしれ

ないがこの ー からは れは でき 、変 無

のバイアスが生じており、 の 当 には が

あるという が課題である。 

第 に、 で指 した先行 について

できていない である。この先行 が なのか

は本研究からはわから 、課題として される20。

第 に、政策 成 式の の 義が不 で

ある である。本研究では、 に、 一の政策

において、「 導」と「政治 導」の 方の

式によって政策が 成されることを政策 成 式の

と 義しているが、 の政策 における「

導」と「政治 導」の力 や 間的前後

は されている。 実の政策 成場 では、 し

こうした力 や 間的前後 が政策内容に

す が大きいと えられ、 の を に

できていないことが、課題として されている。

1 後に するが、この は 原（ 00 ）をもと

に導かれる。

（ 1 1 00 ）によれば、下 政

とは、政 や 制の を し に政策に

けられた 部 を作り している 開

（ ） であるという。すなわ 、教育下 政

といった場 、自 の文教 、文部省 、教
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員 や教育 業 体などの 集 の つからな

る「 の 」をさす。 
3 中 省 における 的かつ 要な いの一

つは「 から政へ」の 力 であり、内 の新

を中 に、内 機 の をめざした制度 計が

行われた。内 は、内 とともに内 に か

れる、 大 を長とする機 であり、内 の特

の 要政策に する企画 ・ を行うこと

を じて内 ・内 を「助ける」ことを 要

務とする。この 務に するため、内 に、

大 を 長とする「 要政策に する会 」が か

れる。内 は、このような省 的な政策 一

を るための企画・ ・ を行うという

においては、 省よりも一 高い に く機

であるといえる。（ 原 00 ）

 「 政治」とは、教育政策をめ る教育業 内部

における政治であり、教育の 者・機 ・

体間の と であるという。（  010）
  「大政治」とは、「 政治」を ながらも、

の を えた教育業 と非教育業 の間における

と であるという。（  010）
6 も ん、制度的要 の変 によって、す ての

政策 成 式が「政治 導」へと変 したと し

ているわけではない。 
 （ 00 ）では、「教育の 体の多 」と

表 されているが、本論文では「教育の 体の

多様 」と表 することにする。この政策における

論は、教育の 体の に するものであり、

次 に するものではないからである。これは、大

行 からの指 に いている。 
 とは、 義には 日本企業の 力

を めざす であり、 義には ーバ

企業にとって 的な社会体制 くりや ーバ

による 存の社会 ステ の ・ 体

への 策を とする であるという。（  

00 ）

は、 義の の つの として、 福

行政や開発 行政の 行のために、企業に課せ

られている や社会 上の 担を する 、

本に課せられた 制の ・ による 本

の自 を 大する 、 行政や 的制度を見

して、 本の と 場を 大する 、を

げている。 のいう は、 のいう 義

の のう 、 と を意 したものだと え

られる。 
 下、 に 制会 とする。 

10 内 にともない 制 された内 特 担

当大 として された 特区担当大 であ

る。（第一次 内 当 ） 
11 下、 に不 校会 と記す。 
1  「不 校への の り方について」 

（参

0030 1600
1 0030 16001  016 年 6 月 日ア ス）
13 下、【第 】と記す場 、第 の不 校会

を すこととする。 
1  「不 校問題に する 研究協力者会 （第

） 事 」 

（参

0
0 1001 016 年 月 日ア ス）

1  下、「1 年 」とする。
16 「不 校問題に する 研究協力者会 （第 3
） 事 」 

（参

0
0 1 01  016 年 月 日ア ス）

1  「不 校問題に する 研究協力者会 （第 1
） 事 」 

（参

0
030 01  016 年 月 日ア ス）

1  「不 校問題に する 研究協力者会 （第 13
） 事 」 

（参

0
03031101  016 年 月 日ア ス）

1   「今後の不 校への の り方について（

子）」 

（参

10
13  016 年 6 月 日ア
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ス） 
0上 （ 010）によれば、「政治 導」の政策 を

にする として、 の政策 が され

るような 、 が 参 院で多 を めて

いること、 事 に加え、 期的な内 に

より「 」の 事を行うこと、 員や

の を ることができる な を発 す

ること、経 に恵まれること、などが げられ

るという。これらが先行 の になりうると

えられる。 

 

・ 修一郎・ 山 『 政策学の

新 』有 、 01 年 
治郎「中 政 における教育政策 の

変容「教育の 体の多様 」をめ る政策過

程に して」『教育学研究』 、1 号、 00
年、3  

上 進『 の政治学 一郎は本当

に「 い 」だったのか』東 経 新 社、 010
年 
正 『教育 の くえ から地方へ』 く

ま新 、 010 年 
原 （ 00 ）「 日本の教育政策変容 政策内

容と政策 式との区別論の から」『 大学

大学院教育学研究科紀要』 号、 00 年、11 13
 

（ 00 ）「中 省 と政策 成 式の

変容」『日本教育政策学会年 』号、00 年、 63
 
ード・ ・ （ 正 ）『日本の

教育政策過程 1 0 0 年 教育 の政治 ス

テ 』 省 、1 1 年 00 年 
高 （ 00 ）「 制 会 の教育

（1）」『教 研修』3 、10 号、 1  
（ 00 ）「 制 会 の教育

（ ）」『教 研修』3 11 号、 00 年、

 
（ 00 ）「 制 会 の教育

（3）」『教 研修』3 、1 号、 00 年、

 

（ 00 ）「 制 会 の教育

（ ・最終 ）」『教 研修』3 、13 号、 00
年、 103  
治『 政治の 政 論』

、 00 年 
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